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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１１月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１２月２７日 １１時４０分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐
い き

市壱岐島南方沖 

  海豚
い る か

鼻
はな

灯台から真方位２３３°１.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°４１.６６′ 東経１２９°４１.９４′） 

事故調査の経過 平成２７年１月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ  漁船 竜神
りゅうじん

、４.７４トン 

     ＳＡ３－２２９４６（漁船登録番号）、個人所有 

     １０.００ｍ（Lr）×２.３８ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

     ディーゼル機関、１２２.１０kＷ、昭和５９年８月２９日 

第２９０－６１５５７号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ  遊漁船  さくら丸、５トン未満 

      ２９３－３２３７７佐賀、個人所有 

      ７.７６ｍ（Lr）×２.２３ｍ×０.６３ｍ、ＦＲＰ 

      ディーゼル機関、６９.９０kＷ、平成９年９月 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ 男性 ６７歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免許登録日   昭和５３年１２月２２日 

        免許証交付日  平成２６年６月１２日 

                      （平成３１年７月９日まで有効） 

Ｂ  船長Ｂ 男性 ４３歳 

     一級小型船舶操縦士・特定 

        免許登録日   平成２５年１１月２２日 

        免許証交付日  平成２６年２月５日 

                      （平成３１年２月４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（釣り客Ｂ１及び釣り客Ｂ２） 

 損傷 Ａ  左舷船首に擦過傷 

Ｂ  右舷船尾に破損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、壱岐島南方沖を佐賀県唐津市呼
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子港に向けて、手動操舵により約８～９ノットの対地速力で南東進し

た。 

船長Ａは、操舵室の椅子に腰を掛けて、０.５Ｍレンジとしたレー

ダーと目視による見張りを行っていたが、前路に他船を見掛けなかっ

たので、船首方に他船はいないものと思い、船首を左右に振るなどの

死角を補う見張りを行わずに航行中、衝撃を感じ、Ｂ船を左舷至近に

認めたので同船に衝突したものと思った。 

船長Ａは、衝突直後に携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報

した後、自力で壱岐市郷ノ浦港に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船尾側で釣りを行っていた釣り

客２人（以下「釣り客Ｂ１」及び「釣り客Ｂ２」という。）ほか釣り客

２人を乗せ、たい釣りの目的で、壱岐島南方沖において、機関をアイ

ドリング状態で船首からシーアンカーを投入し、船首を南東方に向け

て漂泊していた。 

船長Ｂは、操縦席に腰を掛けて携帯電話で釣り客の予約を受け付け

ており、釣り客の危ないという叫び声で船尾に迫ってくるＡ船を認め

たものの、どうすることもできず、Ｂ船の右舷船尾とＡ船の左舷船首

とが衝突した。 

釣り客Ｂ１及び釣り客Ｂ２は、衝突の衝撃で転倒などした。 

Ｂ船は、自力で壱岐市郷ノ浦港に入港した。 

釣り客Ｂ１及び釣り客Ｂ２は、病院で腰部打撲等及び頸椎捻挫等と診

断された。 

（付図１  事故発生経過概略図  参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向  東、風力  ２、視界 良好 

海象：海上  平穏 

 その他の事項 船長Ａは、ふだん、船首を左右に振って船首マストによる死角を補

っていた。 

船長Ｂは、海豚鼻沿岸に素潜り漁の漁船２隻以外の他船は認めてい

なかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  あり 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ船は、壱岐島南方沖を南東進中、船長Ａが船首方に他船はいない

ものと思い、船首マストによる死角を補う見張りを適切に行っていな

かったことから、漂泊中のＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

船長Ａは、０.５Ｍレンジとしてレーダー及び目視で見張りを行っ

ていたが、前路に他船を見掛けなかったので、船首方に他船はいない

ものと思ったものと考えられる。 
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Ｂ船は、壱岐島南方沖において、シーアンカーを投入して漂泊中、

船長Ｂが、付近に他船はいないものと思い、携帯電話を使用していて

見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

船長Ｂは、沿岸の２隻以外に他船を認めていなかったので、付近に

他船はいないものと思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、壱岐島南方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、船首方に他船はいないものと思い、船首方の死角を補

う見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、付近に他船はいな

いものと思い、携帯電話を使用していて見張りを適切に行っていなか

ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船首方に死角が生じる場合には、船首を左右に振ったり、レーダ

ーを活用するなど死角を補う見張りを適切に行うこと。 

・携帯電話を使用中においても、常時、見張りを適切に行うこと。 
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付図１  事故発生経過概略図 
 

 Ａ船進路 

Ｂ船 

（漂泊中） 

事故発生場所 

（平成２６年１２月２７日 

１１時４０分ごろ発生） 

長崎県壱岐市 

 

壱岐島 
郷ノ浦港 

海豚鼻灯台 


